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連盟加盟チームでチーム名を変更して参加するチームはチーム
名の後ろに連盟加盟チーム名を記入すること。

連盟加盟チームは２名までチーム未加入選手の参加を認める。

18歳未満の選手は、親権者の同意を得て同意書を提出するこ
と。

本大会において退場を命じられた選手は、次の１試合に出場できず、それ以降の
処置については大会の規律・フェアプレー委員会で決定する。

チ ー ム

選 手

試合時間は、予選リーグは１０分－３分－１０分（ランニングタイム）とする。

上記の試合形式を基本とするが、参加チーム数によっては、競技方法を変更する
場合がある。

リーグ戦の勝点は、勝ち３、引分け１、負け０とする。

リーグ戦の順位は、勝点、得失点差、総得点、当該チーム間の対戦成績の順に
よって決定する。 なお、すべて同じ時には、リーグ戦終了後、抽選によって決定す
る。

高校生単独チームでの参加は不可。

１グループ４チームとして、３グループのリーグ戦方式で行う。

本大会期間中、警告を２回受けた者は、次の１試合に出場できない。

本年度（財）日本サッカー協会制定の「フットサル競技規則」による。

リーグ戦における棄権試合（不正が確認された場合も含む）は、０対５とする。

オータムフットサル大会 2011

開  催  要  項

審判員を帯同できないチームは不帯同審判料１０，０００円を納
入すること。ただし１名でも帯同出来るチームは５,０００円とする。

チーム数は、12チームとする。
12チーム以上の参加があった場合、網走社会人サッカー連盟加
盟チーム、準加盟チーム、新規加盟チームの順で決定する。

北見市立体育センター　（北見市東陵町２７番地)　　TEL ０１５７-３１-２３３３

網走社会人サッカー連盟

帯同審判員をフットサル公認 ３級２名以上帯同できること。

平成 ２３ 年 １１ 月 １３ 日（日）

１チーム７名以上、上限は無しとする。

網走社会人サッカー連盟に未加盟のチームは、準加盟登録料と
して５，０００円を納入すること。
※平成２３年度 連盟杯 に参加し、既に今年度の準加盟登録料
を納入しているチームは必要なし。
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１0、 組合せ ①

http://www.asl-a.com/

１１、

申込先メールアドレス info@asl-a.com

不帯同審判料　　１０，０００円　は大会当日、納入すること。

参加料　　８，０００円　は大会当日、納入すること。

申込締切日　　平成２３年１１月４日（金）必着

※チーム数確定後、各代表者へ参加の有無を通知します。

準加盟登録料　  ５，０００円　は大会当日、納入すること。

参加申込書に登録し得る選手数は、７名以上、上限は無しとする。

（財）日本サッカー協会「ユニフォーム規程」を遵守し、本大会登録票に記載された
ものを原則とする。但し、背番号は出来る限り通し番号とする。なお、胸番号も必ず
つけること。

　・シャツは、色を統一し、ビブスを各チームにて用意すること。

網走社会人サッカー連盟加盟チームは、正・副を必ず用意すること。

参加申込は、所定の申込書に必要事項を記入し、期日までに網走社会人サッカー
連盟事務局までメールで申込むこと。

平成２３年１１月 ８日（火）に網走社会人サッカー連盟において抽選決定し網走社
会人サッカー連盟ホームページ上にて掲載する。

審判と類似のユニフォーム（黒色等）の上衣・パンツは用いる事が出来ない。

表彰及び表彰式

連盟加盟チームが名前を変更して出場する場合も同じ。

　・パンツは、色を統一すること。

　・ソックスは、色を統一しスネ当て（シンガード）を着用できるものとする。

選手は、必ずスネ当て（シンガード）を着用する事。

シューズは、体育館シューズを着用し、床面にキズが付かない物を使用する事。

ユニフォームの無いチームについて　（新規チーム・準加盟チームなど）

（1名帯同できる場合は ５，０００円を納入）

審判員を帯同できないチームは不帯同審判料１０，０００円を納入すること。
ただし１名でも帯同できるチームは５,０００円とする。

帯同審判員をフットサル公認 ３級２名以上帯同できること。

http://www.asl-a.com/
mailto:info@asl-a.com
mailto:info@asl-a.com
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社会人としてのモラルを守ること。

喫煙について、北海道立北見体育センター、北見市立体育センターの敷地内は全
面禁煙となっておりますので、各自車の中にて喫煙すること。

体育館内（競技アリーナ）以外でのボールの使用は禁止とする。

選手の資格に関して、その他、不都合な行為があった場合、そのチームの出場を
停止とする。

選手は、スポーツ傷害保険または、それに準じた保険に加入していること。

体育館には他競技の利用者も来ますので、外靴は下駄箱には置かず袋等を持参
して荷物と一緒に持ち込むこと。

各チーム乗り合わせの上、車の台数を減らすよう心掛けること。

交代要員は、交代の直前を除き、ユニホームの色と異なるビブス又は上着を着用
すること。

ごみは持ち帰ること。

ハーフタイムの飲水用として、ボトル等を競技アリーナ入口に置く場合は、必ずカ
バン等に入れチーム単位で置く事とし、個別に放置しない事。

ロビーでの飲食は可とする。

体育館内（競技アリーナ）への飲料水及びペットボトル等の持込は一切禁止とす
る。

体育館使用にあたり、ルール違反及び使用上のモラルを守れない者は体育館より
退館とする。

体育館内（競技アリーナ）、第2体育館は飲食禁止とする。

駐車場において、身体障害者用（車椅子マーク）のエリアには駐車しないこと。

大会期間中の負傷及び事故の責任は、当該チームが負うものとする。
また、医師及び救急用具の準備は各チームの責任において行うこととする。

負傷及び事故の責任

優勝チームには、表彰状を授与する。




